
	１－⑴　実施方針
ア　全般的な実施方針に関する提案（※仕様書との整合性に注意し、妥当性のある方針を提案すること。また、業務の効率性やお客さまサービスに関する方針を盛り込むこと。）


















	１－⑴　実施方針
イ　効果的かつ実現可能性のある提案（※提案の具体性に注意すること。）


経費削減












新規性のあるお客さまサービスの導入














	１－⑵　実施計画
ア　業務を円滑に開始するための体制、スケジュール等の提案（※具体性に注意すること。）
















	１－⑵　実施計画
イ　新規立上げのための実務経験者の赴任時期・新規採用のスケジュール、業務引継ぎの実施方法の提案（※時期、内容など具体性、実効性に注意すること。）

















	１－⑵　実施計画
ウ　準備期間及び履行期間に実施する従業員に対する研修のスケジュール・内容、人材育成等の提案（※時期、内容など具体性に注意すること。）














	１－⑵　実施計画
エ　新たに地元採用する場合における規定上、最低水準の時間給（※下表記載の業務分担及び雇用形態における規定上の理論値とし、実務経験者及び役職に就く者を除く。共同企業体においては、すべての構成員ごとに記載すること。）



	[bookmark: _Hlk231911253]業務分担
	雇用形態
	単体又は構成員Ａ
初任給の額（時間単価）
	構成員Ｂ
初任給の額（時間単価）
	構成員Ｃ
初任給の額（時間単価）

	外勤
	正社員
	試用期間あり
円
	試用期間あり
円
	試用期間あり
円

	
	
	試用期間なし
円
	試用期間なし
円
	試用期間なし
円

	内勤
	事務員
（パート）
	試用期間あり
円
	試用期間あり
円
	試用期間あり
円

	
	
	試用期間なし
円
	試用期間なし
円
	試用期間なし
円


条件等
・提案者が単体の場合、「単体又は構成員Ａ」の欄を使用すること。
・広島地方で18歳を新規採用する場合における規定上、最低水準の時間給を記入すること。
・最低賃金の算定対象となる賃金の額を記入すること（精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当及び賞与等は含まない。）。
・試用期間がある場合、試用期間がない場合の両方を示すこと。
・該当しない項目に斜線を引くこと。

	１－⑵　実施計画
オ　労働条件及び職場環境に関する考え方（※地元雇用、実務経験者の確保、離職防止に言及すること。）














	２－⑴　業務執行体制
ア　業務執行体制（指揮命令系統、役割分担）の提案（※明確さに注意すること。）















	２－⑴　業務執行体制
イ　現場責任者等（現場責任者及び副現場責任者をいう。以下、同じ。）の選任に当たっての考え方。
[bookmark: _Hlk231835480]（※副現場責任者の兼任を行う場合は、兼任の実施方法について具体的に説明すること。なお、現場責任者等の画像、氏名や実務経験のある都市名を記載しないこと。提案者を特定又は類推できる表現を用いないこと。）




















	２－⑴　業務執行体制
ウ　従業員の人工数、そのうち実務経験者の人工数、その算定根拠について（※総人工数を下表によって説明し、算定根拠は合理性に注意すること。）



	実施場所
	現場責任者
副現場責任者
	実務経験者
（現場責任者等を含まない。）
	その他従業員
	合計人工数

	安佐南営業所
	人工
	人工
	人工
	人工

	安佐北営業所
	人工
	人工
	人工
	人工

	安芸営業所
	人工
	人工
	人工
	人工

	佐伯営業所
	人工
	人工
	人工
	人工

	合計人工数
	人工
	人工
	人工
	人工


（注）１　記入を求めているのは、人員数ではないので注意すること。
２　検針員を含めないこと。
　　　３　実務経験者は、令和９年４月１日時点で、実務経験年数が３年以上を経過している者を該当とし、他企業における年数を含む。
なお、実務経験年数に新規採用者の準備期間（研修期間等）を含まない。
４　現場責任者は実務経験４年以上、副現場責任者は実務経験２年以上を経過している者とする。

【上記の人工数が適正と考える根拠（算定根拠）について】









	２－⑵　実施能力
ア　円滑な業務遂行に必要な資金力、経営基盤について（※下表①から③に記載すること。また、共同企業体においては、すべての構成員について、①から③の表を作成すること。）


[bookmark: _Hlk231912735](ｱ)　単体又は構成員Ａ
①　資本力、経営の安全性
	決算時期
	純資産（Ａ）
	総資産（Ｂ）
	自己資本比率
（Ａ÷Ｂ×１００）

	前々回決算
	円
	円
	％

	前回決算
	円
	円
	％

	今回決算
	円
	円
	％

	３か年平均
	円
	円
	％


②　支払能力の安全性
	決算時期
	当座資産（Ａ）
	流動負債（Ｂ）
	当座比率
（Ａ÷Ｂ×１００）

	前々回決算
	円
	円
	％

	前回決算
	円
	円
	％

	今回決算
	円
	円
	％

	３か年平均
	円
	円
	％


③　総合的な収益力
	決算時期
	経常利益（Ａ）
	売上高（Ｂ）
	売上高経常利益率
（Ａ÷Ｂ×１００）

	前々回決算
	円
	円
	％

	前回決算
	円
	円
	％

	今回決算
	円
	円
	％

	３か年平均
	円
	円
	％



(ｲ)　構成員Ｂ
①　資本力、経営の安全性
	決算時期
	純資産（Ａ）
	総資産（Ｂ）
	自己資本比率
（Ａ÷Ｂ×１００）

	前々回決算
	円
	円
	％

	前回決算
	円
	円
	％

	今回決算
	円
	円
	％

	３か年平均
	円
	円
	％


②　支払能力の安全性
	決算時期
	当座資産（Ａ）
	流動負債（Ｂ）
	当座比率
（Ａ÷Ｂ×１００）

	前々回決算
	円
	円
	％

	前回決算
	円
	円
	％

	今回決算
	円
	円
	％

	３か年平均
	円
	円
	％


③　総合的な収益力
	決算時期
	経常利益（Ａ）
	売上高（Ｂ）
	売上高経常利益率
（Ａ÷Ｂ×１００）

	前々回決算
	円
	円
	％

	前回決算
	円
	円
	％

	今回決算
	円
	円
	％

	３か年平均
	円
	円
	％



(ｳ)　構成員Ｃ
①　資本力、経営の安全性
	決算時期
	純資産（Ａ）
	総資産（Ｂ）
	自己資本比率
（Ａ÷Ｂ×１００）

	前々回決算
	円
	円
	％

	前回決算
	円
	円
	％

	今回決算
	円
	円
	％

	３か年平均
	円
	円
	％


②　支払能力の安全性
	決算時期
	当座資産（Ａ）
	流動負債（Ｂ）
	当座比率
（Ａ÷Ｂ×１００）

	前々回決算
	円
	円
	％

	前回決算
	円
	円
	％

	今回決算
	円
	円
	％

	３か年平均
	円
	円
	％


③　総合的な収益力
	決算時期
	経常利益（Ａ）
	売上高（Ｂ）
	売上高経常利益率
（Ａ÷Ｂ×１００）

	前々回決算
	円
	円
	％

	前回決算
	円
	円
	％

	今回決算
	円
	円
	％

	３か年平均
	円
	円
	％


※提出書類は、提案書提出時点で直前の決算期過去３か年分の次の財務諸表とする。（コピー可）
※共同企業体においては、すべての構成員ごとに提出すること。
※提出書類は、本委員会が委嘱した学識経験者に提供する。
　１　決算書（貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳書、株主資本等変動計算書、個別注記表）
２　勘定科目内訳書
３　キャッシュフロー計算書（任意）
※不要な表の行を削除してください。
	２－⑵　実施能力
イ　リスク管理に関する提案（※円滑な業務遂行の支障となるおそれのあるリスクを列挙し、各リスクの管理体制、対応について提案すること。）


















	２－⑵　実施能力
ウ　コンプライアンスに関する提案（※このことに関する組織としての考察と取組み又は方針を記載すること。）



















	２－⑵　実施能力
エ　障害者差別解消及び障害者雇用に関する実績（※このことに関する組織としての考察と取組み又は方針を記載すること。また、障害者雇用については、実雇用率を記載すること。法定雇用率に満たない場合は、その理由と改善への取り組みを記載すること。共同企業体においては、すべての構成員ごとに記載すること。）


障害者差別解消について







障害者雇用について（実雇用率　　　％）







※障害者雇用状況報告書（写し）（令和８年６月１日現在）を提出すること。ただし、障害者雇用状況報告書の作成義務のない場合は、雇用状況が確認できる書類（任意）を提出すること。この場合、次に掲げる項目を必須とする。
①　常用労働者数、及びそのうち短時間労働者数
②　身体障害者数、及びそのうち短時間労働者数
[bookmark: _Hlk231914869]③　重度身体障害者数、そのうち短時間労働者数及び特定短時間労働者数
④　知的障害者数、及びそのうち短時間労働者数
[bookmark: _Hlk231915766]⑤　重度知的障害者数、そのうち短時間労働者数及び特定短時間労働者数
⑥　精神障害者数、そのうち短時間労働者数及び特定短時間労働者数
注１：短時間労働者とは、週所定労働時間20ｈ以上30ｈ未満の常用労働者をいう。
注２：特定短時間労働者数とは、週所定労働時間10ｈ以上20ｈ未満の常用労働者をいう。
	２－⑵　実施能力
オ　災害時における応急措置等に関する実績（※過去実績、実例と併せ、迅速かつ円滑に実施するための取組みを具体的に記載すること。共同企業体の場合は代表構成員の実績、実例を記載すること。）


















	３－⑴　水道の使用開始事務、口座振替及び自動払込事務
ア　水道の使用開始事務、口座振替及び自動払込事務の実施方法（※データ誤入力等の防止策を含め、効率的な実施方法を具体的に記載すること。）


水道の使用開始事務













口座振替及び自動払込事務












	３－⑵　計量事務
ア　計量事務の実施方法（※検針遅延等の検針計画に係るリスク管理を含め、効率的な実施方法を具体的に記載すること。）
















	３－⑵　計量事務
イ　検針指導の実施方法（※誤検針等の防止策、お知らせの誤投函の抑制、再検針等の実施方針を含め、実効性のある実施方法を具体的に記載すること。）

















	３－⑶　調定事務、納付制事務、過誤納金の還付事務及び清算事務
ア　現地調査の実施方法（※現地調査の迅速性、実効性のある実施方法を具体的に記載すること。）















	３－⑶　調定事務、納付制事務、過誤納金の還付事務及び清算事務
イ　水道料金等の調定事務の実施方法（※用途変更、水量認定又は料金更正に係るお客さま対応を含め、効率的な実施方法を具体的に記載すること。）
















	３－⑶　調定事務、納付制事務、過誤納金の還付事務及び清算事務
ウ　清算事務、納付制事務及び過誤納金の還付事務の実施方法（※効率的な実施方法を具体的に記載すること。）


清算事務




納付事務




過誤納金の還付事務




	３－⑶　調定事務、納付制事務、過誤納金の還付事務及び清算事務
エ　未調定及び過誤納金の発生抑制策、並びに誤調定の防止策（※実効性のある実施方法を具体的に記載すること。）















	３－⑷　収納事務及び滞納整理事務
ア　収納事務及び滞納整理事務の実施方法（※未納額の抑制につながる効率的な実施方法を具体的に記載すること。非弁行為に対する考え方を記載すること。）


収納事務













滞納整理事務














	３－⑷　収納事務及び滞納整理事務
イ　滞納及び早期徴収の対策について（※生活困窮者等の社会的弱者への対応を含め、組織としての考え方、取り組み、実績と併せて、具体的かつ実効性のある取組方針を記載すること。）
















	３－⑸　その他全般
ア　業務履行上の目標値（誤針発生率及び収納率）を達成するための提案（※具体的かつ実効性のある取組方針を記載すること。）


誤針発生率














収納率














	３－⑸　その他全般
イ　苦情処理について（※組織としての考え方、具体的かつ実効性のある取組方針を記載すること。）
















	３－⑸　その他全般
ウ　事故又は損害賠償案件発生時の対応（※組織としての対応、具体的かつ実効性のある取組方針を記載すること。）

















	３－⑸　その他全般
エ　個人情報保護、情報セキュリティについて（※組織としての対応、具体的かつ実効性のある取組方針を記載すること。）


関連認証の取得状況





教育訓練





安全対策





	３－⑸　その他全般
オ　地域貢献性を有する現実的な提案（※提案の実現可能性に注意すること。）












（様式５ 概要版）
	提案№．



第２エリア
水道局使用欄

 4 
（注意事項）
[bookmark: _Hlk233128609]・提案者を特定又は類推できる表現（画像を含む。）が用いられた提案書（全体版及び概要版）は受理できないため、次の点に注意してください。
⑴　提案者名（共同企業体の構成員を含む。）従業員名、略称その他の提案者を特定又は類推で　　　　きる表現は、マスキングするか、記載しないこと。
⑵　従業員、社章、制服、実施場所その他提案者を類推できる画像を記載しないこと。
⑶　履行実績の説明のために記載しようとする都市名は、マスキングするか、次の例に倣って記載すること。（例）「政令市A、政令市B」、「中核市A、中核市B」
⑷　履行実績の説明のために記載しようとする地場の企業名、提案者の支店名、受託地域の地図その他の履行実績を有する他都市名を特定又は類推できる表現は、マスキングするか、記載しないこと。
・提案書（概要版）のフォントや文字間、行間の変更、枠の微調整は認めますが、読みやすい範囲内（説明文については文字の大きさは９ポイント以上。図表、注釈等を除く。）で行ってください。
・各記載欄の行数及びページについては、必要に応じ変更、追加を認めますが、提案書（概要版）の説明のための所要時間内（３５分又は４５分）に収まる範囲内で行ってください。（ページを追加する際にはページ番号を追記すること。）
・図、画像等を使用しても構いません（提案者が類推できる表現はしないこと。）
・複数の項目に同じ内容を記載する必要がある場合は、重複して記載してください。
・決算書等の提出書類は、提案書（概要版）に綴じないでください。
・提出する提案書（概要版）は、様式５を両面印刷し、構成を次のとおりとしてください。
・提案書（全体版及び概要版）は、エリアごとに提出してください。

＜提案書の構成＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





決算書等







決算書等







決算書等
共同企業体においては、すべての構成員ごとに提出
各年でクリップ留め

直近３か年の決算書等
（各１部提出）


	
	正本（２部提出）
	副本（１２部提出）

	概要版
	提案書
（様式５）
正本
表紙
（様式8-1）






左綴り、袋綴じ
	提案書
（様式５）
副本
表紙
（様式8-2）






左２か所ホチキス留め

	全体版
	提案書
（任意）
正本
表紙
（様式8-1）






左綴り、袋綴じ
	提案書
（任意）
副本
表紙
（様式8-2）






任意のファイル（２穴）綴じ
エリア名を表示（提案者名等は非表示）



価格提案書　　　　　　見積内訳書   　　指定公金事務取扱者指定に係る申出書
（様式6-1）

（１部提出）          （１部提出）　　　　　（１部提出）
（様式７）

（様式6-2）



